
議
員
提
出
議
案
第
四
号

箕
面
市
議
会
会
議
規
則
改
正
の
件

箕
面
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
十
一
日
提
出

箕
面
市
議
会
議
員

大

脇

典

子

同

名

手

宏

樹

同

増

田

京

子

同

武

智

秀

生

同

中

井

博

幸

同

岡

沢

聡

箕
面
市
議
会
規
則
第

号

箕
面
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

箕
面
市
議
会
会
議
規
則
（
平
成
十
六
年
箕
面
市
議
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
、
参
考
人
」
を
「
及
び
参
考
人
」
に
改
め
、
「
第
百
二
十
七
条
」
の
下
に

「
・
第
百
二
十
七
条
の
二
」
を
加
え
、
「
・
第
百
三
十
条
」
を
「

第
百
三
十
条
」
に

改
め
る
。

第
六
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
再
び
」
を
「
、
再
び
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
職
員
の
点
呼
に
応
じ
て
」
を
「
議
長
の
指
示
に
従
っ
て
」
に
、

「
投
票
用
紙
を
投
票
箱
に
投
入
す
る
」
を
「
投
票
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

投
票
の
効
力
に
係
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
審
査
」
の
下
に
「
又
は
調
査
の
」
を
加
え
る
。 │



第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
審
査
」
の
下
に
「
又
は
調
査
」
を
加
え
、
「
会
議
」
を

「
議
会
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
登
壇
」
を
「
、
登
壇
」
に

改
め
る
。

第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
終
了
」
を
「
終
結
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
議
員
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
委
員
外
議

員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
委
員
で
な
い
議
員
」
を
「
委
員
外
議

員
」
に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
審
査
」
の
下
に
「
又
は
調
査
」
を
加
え
る
。

第
八
十
二
条
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
ま
で
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
ま
で
、
第
三

十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
四
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

請
願
者
が
請
願
書
（
会
議
の
議
題
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
撤
回
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
議
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

議
員
が
請
願
の
紹
介
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
議
の
議
題
と
な
っ
た
後

に
お
い
て
は
議
会
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
議
の
議
題
と
な

る
前
に
お
い
て
は
、
議
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
九
条
第
二
項
中
「
み
な
す
」
を
「
み
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
に
付
託
す

る
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に

よ
り
、
委
員
会
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
開
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
紹
介
議
員



は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
紹
介
議
員
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
説
明
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
一
条
第
二
項
中
「
委
員
会
は
、
」
の
下
に
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

請
願
の
」
を
加
え
る
。

第
九
十
三
条
中
「
そ
の
内
容
が
請
願
に
適
合
す
る
」
を
「
議
長
が
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
章
の
章
名
中
「
、
参
考
人
」
を
「
及
び
参
考
人
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
文
書
で
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か

じ
め
」
に
改
め
る
。

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
決
定
の
通
知
）

第
百
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
本
人
へ
の
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議

長
が
定
め
る
。

第
百
九
条
た
だ
し
書
中
「
議
長
の
許
可
を
得
た
と
き
は
」
を
「
会
議
へ
の
出
席
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
物
で
あ
っ
て
議
長
に
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
た
も
の
に
つ
い
て
は
」
に

改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
見
出
し
を
「
資
料
等
の
配
布
許
可
」
に
改
め
、
同
条
中
「
議
場
」
の

下
に
「
又
は
委
員
会
の
会
議
室
」
を
加
え
、
「
資
料
、
文
書
等
の
印
刷
物
」
を
「
資
料

等
」
に
改
め
、
「
議
長
」
の
下
に
「
又
は
委
員
長
」
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

懲
罰
に
つ
い
て
は
、
議
会
は
、
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委

員
会
の
付
託
を
省
略
し
て
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
百
十
七
条
第
二
項
を
削
る
。



第
百
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
代
理
弁
明
）

第
百
十
七
条
の
二

議
員
は
、
自
己
に
関
す
る
懲
罰
動
議
及
び
懲
罰
事
犯
の
会
議
並
び

に
委
員
会
で
一
身
上
の
弁
明
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
議
会
又
は
委
員
会
の
同
意
を

得
た
と
き
は
、
他
の
議
員
を
し
て
代
わ
っ
て
弁
明
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
し
、
又
は
記
録
」
を
削
る
。

第
百
二
十
五
条
中
「
（
会
議
録
が
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記

録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
署
名
に

代
わ
る
措
置
を
と
る
議
員
）
」
を
削
る
。

第
百
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
協
議
等
の
場
の
開
催
方
法
の
特
例
）

第
百
二
十
七
条
の
二

前
条
の
協
議
等
の
場
に
つ
い
て
は
、
災
害
等
の
発
生
等
又
は
重

大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
に
よ
り
、
そ
の
構
成
員
が
開
会
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困

難
と
認
め
る
と
き
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
協
議
等
の
場
を
開
く
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
開
会
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
条
例
の
例

に
よ
る
。

第
百
二
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
等
）

第
百
二
十
九
条
の
二

議
会
又
は
議
長
若
し
く
は
委
員
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第

一
項
に
お
い
て
「
議
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う
ち
こ
の
規

則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ
の
他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
（
次
項
及
び
第
六
項

並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、



議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
を
受
け

る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
議
長
が
定

め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。

３

前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い

て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の

と
み
な
し
て
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

通
知
は
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
（
第
十
九
条
、
第
六
十
三
条
及
び
第
八
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
議
員
に
対
す
る
通
知
に
あ
っ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ

れ
た
時
又
は
議
会
等
が
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
通
知
を
す
べ
き
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
除

く
。
）
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
を
し
た
も
の
の
閲
覧

若
し
く
は
当
該
事
項
に
つ
い
て
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
当
該
者
に
対



し
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の

通
知
を
発
し
た
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
）
に
当
該
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
当
該
通
知
に
関
す

る
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
署
名
し
、
若
し
く
は
連
署
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る

こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
署
名
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

を
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
署
名
等
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
い
、
又
は
議
会
等
か
ら
通
知
を
受
け
る
者
に
つ
い
て

対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、

又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
に
係
る
文
書
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
し
、
又
は
交

付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
通
知
の
う
ち
に
第
一
項
又
は

第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
議
長
が
定
め
る
場
合
に
は
、

議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、

前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
行
わ
れ
た
通

知
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
通
知
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
を

適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す

る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
百
二
十
九
条
の
三

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
二
十
七
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
に
お

い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
議
会
等
が
文
書
等
を
作
成

し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
作
成
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に



よ
り
、
当
該
文
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関

す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
文
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該

作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

議
会
に
係
る
手
続
等
に
関
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本
規
則
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。


